
経審の手続は毎年必要です！
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１年７か月

１年７か月

請け負うことができる期間
に空白を作ることなく手続
をしなければならない

「１年７か月」の期間とは、審査基準日である
決算日から起算されるものであって、経営事項
の結果通知書を受け取ってからの期間ではあり
ません！

１年（決算）

令和２年３月３１日 令和３年１０月３１日８月１日
公共工事を請け負う
ことができる期間

（経営事項審査結果通知書の有効期間）

令和３年３月３１日 令和４年１０月３１日


